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小平十小では１年間に、PTA本部役員・委員（学級・文化厚生・広報・卒対・選考・防災・地区）の

選出が行われます。 

 

委員（学級・文化厚生・広報・卒対）  

毎年４月の保護者会で選出されます。 

各クラスから学級委員（２名）・文化厚生委員（１名）・広報委員（１名）が選出されます。                         

なお、6年生の学級委員は卒対委員を兼務します。 

各委員会は、委員長（１名）と副委員長（２名）をおきます。（卒対委員会は委員長と副委員長はありません。） 

令和5年度より学級委員副委員長（3名）に増員 

 

委員（選考・防災・地区）  

選考委員・防災委員は毎年４月の臨時定例会で選出されます。 

選考委員会は、学級委員長・副委員長（3名）、文化厚生委員長・副委員長、広報委員長・副委員長の8名で構成され 

ます。 

学級委員副委員長3名から選考委員長（１名）と選考副委員長（１名）をおき、専任となります。 

 

防災委員会は、文化厚生委員会・広報委員会・地区委員会の各副委員長３名で構成され、防災委員担当となり、防災委

員会の業務を主に行います。 

その中から委員長（１名）をおきます。 

  

地区委員は、毎年１月～2月頃に各地区から２名以上選出されます。 

その中から委員長（１名）と副委員長（４名）をおきます。 

                

ＰＴＡ本部役員 

毎年１２月の保護者会で１～５年生の各クラスから候補者２名以上が選出されます。 

  １２～１月に開催される互選会で全候補者の中から次年度ＰＴＡ本部役員（以下９名）が選出されます。 

ＰＴＡ本部役員は会長（１名）・副会長（３名）・書記（３名）・会計（２名）をおきます。 

 

小平市立公立小学校PTA連合会（以下 小Ｐ連）事務局担当員※十小は令和７年度が担当校です。 

小P連加盟校内で、順番に理事担当校が回ってきます。 

理事担当校に当たる年度は、互選会時にＰＴＡ本部役員の他に小P連事務局担当員（３名）が選出されます。 

 

免除制度について 

PTA本部役員・小P連事務局担当員・各委員会の委員長・副委員長・委員選出時に、ご本人が希望する場合のみ免除

制度があります。 

 ※地区委員の選出については、地区により選出方法が異なるため、各地区に一任します。 

 

＜三免＞ 

・ご自身が２４時間介護をしている 

・ひとり親家庭（全ての生計を担っている） 

・妊婦又は役員・委員経験年度に未就園児の子どもがいる方 
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＜特別免除＞ 

三免以外の深刻な理由で引き受けられない場合、副校長先生に申告いただきＰＴＡ会長と選考委員長で 

対応します。 

尚、お仕事が多忙という理由で特別免除を受けられた方はいらっしゃいません。 

 

＜クラス内免除＞ 

三免・特別免除以外の理由で引き受けられない場合、クラスでご相談ください。 

各クラスの出席者で免除可否を決定します。 

 

 ＜経験免除＞ 

  PTA本部役員・小P連事務局担当員・各委員会の委員長・副委員長経験者には免除制度があります。（辞退可） 

  下記表参照。 

 

 

会長 

 

すべての兄弟姉妹に対して永久免除 

・PTA本部役員 

・小P連事務局担当員 

・各委員会の委員長 

・PTA本部役員・小P連事務局担当員・各委員会の長・副永久

免除 

 

・すべての兄弟姉妹に対して次年度以降１０年間委員免除 

（地区委員は対象外） 

・各委員会の副委員長 

・PTA本部役員・小P連事務局担当員・各委員会の長・副永久

免除 

 

・すべての兄弟姉妹に対して次年度以降５年間委員免除 

（地区委員は対象外） 

 

 

★★★重要★★★ 

 

〇 PTA本部役員・小P連事務局担当員・各委員会の委員長・副委員長は１世帯１回、委員は１子１回、地区委員は１世 

帯１回の経験をお願いします。 

 

〇  委員（学級・文化厚生・広報・卒対）選出時に、クラス内の PTA 本部役員・小 P 連事務局担当

員・委員の未経験者数などの都合で２巡目が発生した場合、PTA 本部役員・小 P 連事務局担当

員・各委員会の委員長・副委員長経験者で、経験免除期間内の方は２巡目も免除となります。  

なお、委員のみ経験の方・経験免除期間が終了された方は、２巡目対象となります。  


